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序雪

筆者はさきに新たなる構想、の下に林業杭民の設定せられんととを提唱し， その一候補地と

して十勝三股園有林をあげ概略の計蓋を樹立して， r北海道湖、業植民に闘する研究 (1)，十勝三
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股間有林林業植民設定計聾勺として公にした.その際，林業板民設定計霊の内容を三分して，

林業績民の設定，植民者圏腫の設立及び部落計量としたのでるるが，部落計霊についてはその

必要性を指摘したに止めた.

林業板民の設定は必然的に林業部落の遺成を伴ふもので、る p，且その部落をして優れた文

化的山村たらしめるためには，一貫した秩序ある計壷を保つ必要があるととは言ふまでもたい.

林業績民設定の意園もとの部落計聾の途行によって始めて達成さるべきものである.言ひ換へ

ると林業秘民の設定と部落計董とは同時に進行せしめらるべきものでるって， とれを分けて考
~ 

へるととは出来ないのでるる.

筆者はかくの如き観賠より十勝三股園有林林業植民設定計重の一部として，部落計聾の樹

立を企園し，ととに一躍の案を得たので， その大綱を記述し;再び関係者諸賢の批判を仰がんと

するものでるる.

また，との計葺の技術的側面については工事的知識の不足のため，種々の不備扶院が認め

られると思ふが，との貼については専門家の指導を期待して止またい.

との研究を行ふにあたって種々便宜を奥へられ，且有益な示唆を輿へられた帯康管林局，

上士幌管林署並びに十勝三股;地元有志の諸氏咋封し，深く感謝の意を表する弐第でるる. たほ

また， 住宅の設計については北大工壊部講師・北海道工業試験場技官清原潔氏の御示教を受け

た.あはせて感謝。意を表する.

1. 部落計醤について

北海道林業植民に閲する研究(1)に於てるEベた如く，十勝三股部落の現献を見ると，諸積の

施設がそれぞれ思ひ思ひの姿をして雑然と註んでゐる.貯木場附近D極めて粗末な建物とその

乱雑な配列，荒慶した道路や未整理の伐採跡地など，美しい周国の景観に比べて全く封蹴的な

みにくさを露呈してゐる.持務者住宅の如きも構造が粗雑で、ある上にその位置も不趨営で，生

活上の考慮なE梯はれてゐない. とれはとの部落の造成に劃して何等の計量性がj尽く，全く自

然の推移にまかせられたためである.現地に行ってその欣況を一瞥するならば，誰しも部落計

輩の必要性を痛感するであらう.

十勝三股は開穫後日猶浅く，比較的新しい部落であるが， とのまま自然の護濯にまかせる

ならほ，いつかは-)Jf;安定した林業部落となるととは明らかで、ある. けれどもその出来上った

部落は暗い，活気のない，近代的文化とは凡そ縁遠い存在となるととは必定で、るる.

持北海道大挙慶皐部演習林研究報昏，第14!，j量，第1貌， (昭和 23&f. 3月).
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筆者が十勝三股に林業植民を設定して， 同時に部落計霊堂樹立せんとする意聞の一宇は，

かかる現況にある十勝三股に封し一つの明るい方向を興へ，途には模範的山村部落たらしめん

唱 J

100 ・ 300 too 5.00蝶

第 1圃 十勝三股貯水揚F付近現況厨
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とするにある.

ととに言ふ部落計重とは部落の外形的構成に封ずる計重でるる.即ち，都市に於ける都市

計聾にならって，部落の構成内容をなす物的諸施設を経済的な，或ひは文化的な要求に調和し

て形作り，配置し，以て優れた文化的山村を構成せんとするものでるる. その目的とする所は

豊かな，美しい，住み良い部落を遺成し，位民をして安んとて安住せしめると共に，本部落の

有つ経済的・文化的使命を充分に果さしめんとするにある.

かかる計書が都市に於ては都市計書として比較的古くから行はれてゐるととは周知のとと

に属する.都市のみならや，農山漁村に於てもカ泊通る計塞が必要でるるととは明らかでるワて，

農村に於ては農村計書として知られてゐる.

都市計霊は種々の定義が奥へられてままりヘその目的とする所も公共の幅利増進，文化慣{直

の増進，都市悪の排除，都市美の構成などといろいろ言はれるのであるが，詮巴つめると住み

良い都市の建設といふととでるる. とのととは本部落計霊に於ても同様でるって，豊かな，美

しい，住みよい部落の浩成が，その主目的であるととは上に述べた如くでるる. とのために住

の保健性・快誼性といふととが，計聾の樹立にあたって第ーに考慮されなければならない.

都市計葺は一般に街路網計霊・地域地区計葺・公園線地計聾及び土地直i1J整理をその主な

内容としてゐる.本計書に於てはとの地方の自然的・枇合的保件により，公園緑地計聾・土地

1ilIil1J整理・偶E猷閏計霊は比較哨重要性を認められや，地域地直計霊がその主要なものとなる.

また，都市計霊には全く新たな都市の計書と都市改造θ計霊とが考へられる.一般には改造計

蓑が行はれ，新たた都市の計重は稀でるる. との部落計霊は改造計霊といふよりは，むしろ新

たな部落の計葺として，その設計を行ふ方が適営でるると思ふ.

部落計重樹立の基礎をなす所の十勝三股附近の紙況については，本研究(1)にその概略を示

したので，重複をさけるためにととには述べない(第 1i間参照).

悶に本稿に於て使用する地形闘は，筆者の一人が富陸地測量部5高分の 1地形闘を基礎と

して，昭和 23年6月現地に於て測量作成せるものでるる.

11. 部落の位置友ぴ匡域

部落計重~具臨的に樹立するに先立って，第一に部落の位置及び直域を決定したければな

らない.

神都市計章、ほ第1僚によれば「都市計重とは交通・衛生・保安・防空・経理害等に闘し，永久に公共の安寧告と

維持し，または副手IJを堵遺するた占うの重要施設の計重である。J
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位置を決定するにるたっては， 現在の位置や既往の設備にかかはらや(全然無硯するとと

が出来たいのは勿論であるが)，将来のととを考へて現在の位置よりも遁賞友所があるならば，

部落をその場所迄移縛しでも止むを得ないと考へるが， いろいろの観鞘より検討して現在の位

置が最も趨嘗であると考へる.その理由の主なものは共の如くである.

イ 現在の地賭は昔更川本流，シンノスケシユベツ及び十四の揮の合流艶附近にあり，十

勝三股固有林即ち音更事業匡第 IV列匿の要の位置にある.とのため第IV列直を事業

範固とする森林事業の中心地として最も誼営でるる.

ロ との附近には居住に遁する王子坦地があって，相営多数の住民を収容するととが出来る.

ハ 周園の美しい山岳を一望の中に牧めうる地黙でるって，生活上極必て快語性を有する.

ユ 固有識道の格離に位して交通が便利でるる. また第 IV列匡内の他の場所との連絡に

最も便利である.

ホ 小撃校・木エ場ゑど相嘗の施設がすでに存在する.

. 部落の位置を決定するに際して部落を 1ケ所に限定せや，三股園宵林内 2，3ケ所に分散し

て造成するととも考へられる.伊;へは・，シンノスケ第五の津，本流事業所跡附近などがその候

補地としてあげられる. とれは森林事業を行ふにるたって現場が近くなり事業上いろいろ便宜

がある上，森林保護上からも有効で・重うると考へられ石が， 部落を分散すると一部落首りの人数

が少くたって，部落としての力が小さくなり，施設も分割しなければならないので種々の不便

不利を生やる. をたシンノスケ第五の津にしろ，本流事業所跡にしろ，距離は比較的近いので

(いづれも約 4km)，道路を完全にしすぐれた交通施設を備へるととにより，事業現場より部

落が離れてゐるといふ昧鞘を補ふととが出来ょう.

ヨ突に直域を決定しなければならないが)~域とは即ち計葺の直域であって， 部落計蓋の封

象となるべき土地の範囲でるる.現(EV部落の区域は第 1固に示す如く，シンノスケシユベツ

の東岸二段の台地上にあり，約 27haの地域を占めてゐる(土f誌を含む). 部落計重は将来の護

展をも諜忽して樹立しなければならないので，計重の直域は現在のそれに限られる必要はない.

計葺匪域は先づ牌来の人口を推計し，それによって決定されなければ友らない. ー}勝三股の現

在人口は約 6~0 人であるが，林業組民設定計重によると入植戸数は 150 戸である. とれは研伐

事業のみを基礎として算定した内輸の童文字でるって， とれに遺林・土木事業・製材工場従業員

等を加へると 200-250戸になると考へなければならない. また姫民者以外の部落民戸数を 50

戸とナると， 十勝三股将来の戸数は 250-300戸， 人口は 1戸営り 5人として 1，250-1，500人

と推定される.
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との計霊に於ては一般との推定人口を基として匿域面積の決定を行ふりがIi国序であるが，

の都市計査の人口密度標準1)を用ゐるととは全く無意味なので， 地域地区計霊を先づ樹立し，

地直別面積

面後 l
(ha) 

I n，"~''-'，，' A 14.6 ha 
28.6 住宅地也 B 14.0 ha 

12.7 

11.6 

とれによって匝坊が決定されるととになる.そD結果を示すと弐の如くでるる(第2問委!l官).

第 1表
~~-τ---ニ二二二.ご

地区別

d匡誠はシンノスケシュベツの東西雨

j去にわたり，東西約1200m，南北約 13JO

m，面品約 141.2haであ-る.

考備

8.0 

21.3 内 9.5haは樹林地

2.0 

1.7 

4.0 

3.6 

47.7 

住宅地鼠

公館・商底・妓築地区

工場地底

貯木場

文敏邦1'[，足

首 園

養 魚場

墓 地

運動場

其の他

とれを地区

別に表示すると，第1表の如くである.

諸種の施設はとの直域内に設けられ

るのである巧，すべての施設が必やとの

直哉内になければならないといふととは

ない.上水道の如きはその 1例であるが，

との計買に於ては園立公園施設との関聯
河川・河岸地・屋地等

141.2 ふ
』=一

一
u

を充分考慮して，直域外にも遁首な施設

をと行はなければならない.

書計思地III. 

THOl¥fAS ADAMS に者15Jfj計査に於て一般に地域制と地直制とは直別して使用されてゐる.

特定の土地及びよると，地域制とは健康・安寧・便宜及び一般の踊利を確保する目的を以て，

及

の
法

物
霊

築

計
'
建

市都はて於に園我建物の月j詮並び、に建築物の高さと密度とを統制するととを言ふ2).

その内容は用途地域を主眼として去り，び、Iii街地建築物法:りによっ℃規定されるが，

用途地域とは上高度と控lt支を統制する高度地域及び面積地域の機能はとれに併有させてゐる.

その土地が最も合理的な用途土地の用迭に一定の制限を加へ，越した所により知らるる如く，

に供せられんととを期するのでるる.居住地域・商業地域及び工業地域に大別される.

地域制が以上の如く用ゐられるに封して，地匡とは他との有機的関係が比較的少し

とれは地域の中用途制限の濃度が極占うて高き部分と解すべき

且，

地域の上に重合して指定される.

であらう'{'.地区には防火・風致・風紀・美翻・住居専用・特別工業・空地地区などがあるめ.

1) 郡市計三fの人口密度筏準については，石)I!祭熔著「郁市計霊&.園土言i董J124頁に次の如〈示されてゐる.

市中 1人蛍20坪，近郊40坪，タi、部80坪.

2) T句tF'~IAS 1¥1沿い15若ー，五十嵐醇三津「都市計主に於ける最近の進歩J，162頁.

3) 郁市計」霊法第 10fl条，市街地建築物法第 10保以下.

4)石川氏前風雪 137頁参照.

5)地'説に関する規定は主として市街地建築物法にある.
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ー本計霊に於ては地直計霊といふ語を使用したのであるが， とれは都市計重の;地域制といふ

ほどの意味である. との計萱では地域と地1~とを重合する必要を認めや，且都市計霊で用ゐる

地域制といふ言葉よりは諸種の制限が多才強いといふ立場から，むしろ専用地直に近いものと

して地直といふ語を使用した.即ち地直計書とは，住みよい部落の建設t:目的として土地も用

-詮を指定し，その土地が生活上最も合理的・能率的に使用されんととを期し， 同時に各地匿を

有機的に配置して調和のとれた部落を形成せんとする計蓋である. との部落計重の主要な部分

を成すものでるる.

筆者は十勝三股貯木場附近の自然的保件を基礎として，現在の施設を参考とし，且それに

とらはれす=に各地直を第2圃の如く決定した.その際特に各地区の配置に意を用ゐた.

ヨえに各地直毎にその内容，地区選定基準ゑEについて述べるとととする.

1.住宅地直

各地区中，最も意を用ゐるべきは住宅地区であらう.現在住宅の多く存在する地域は主と

Lて河岸地・木工場附近たどで、趨首なる地監と認め難い.住宅地区は住居の保健性と快適性を

保持するととを目的とし，原則として，住宅以外D施設の建設は禁止する.

住宅地直選定。基準はきたり如くである.

イ 高燥地であるとと.

ロ なるべく平辺地或は援傾斜地であって，北面白傾斜をさける.

ハ良水の得られるとと.

= 風致に官む所，閑静であるとと.

ホ 部落のrf:t心をなす地賠，皐校・工場などへの距離が速すぎないとと.

以上の酷をと考慮して，住宅地ぷはシンノスケシユベツ東出の高台上と，西岸の高台上に港

定した.

本計重に於τは住宅地直内に於ける住宅は，原則として林業植民者の住宅であって，植民

者以外の住民，即ち他の官公署職員・商業従事者などは，夫々該営する地区内に住居を持つの

が遁営でるる.住宅地直に於ては 1戸営 1/10haの土地引託却して貸興し，その直割内に各自通

貨に住宅を建設するものとする.住宅の周囲l土家庭菜週・花品・果樹I~その他に利用する.

植民者の童文を本稿IIに述べた如く 200-250戸として， 20-25haの土地と，とれに道路敷

地などをと合めたものが必要とたる.今国上に於てとれが ìtl定を行ったものが~jf.j固に示す所の住

宅地直 A，Bである.東岸台上は約 130戸，面積約 14.6ha，西岸は約 120戸， i面積約 14.0ha， 

計 250戸，約 28.6haでるる.
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左ほ，とのt也黙は高台上でるるため，連絡道路の勾配が庄の所で多少念になるととと，地

下水の水位が不明で、あるととが扶貼でるるが，道路は設計に意を用ゐればある程度解決出来る

し地下水も戸地出下よりの湧水により比較的高

くに存在するとも考へられる.また上水道の敷設

によっても解決出来ると思ふ.

との地直より騨・皐校・工場への距離は次去

の如くである.

第 2表 住宅地直よリ各地勲への距離

I A楓 よ り I B地区より
(m) (m) 

事佼 ili I 400_1000 I 1000_1400 

騨迄 700_]3ゆoI 700-1100 

工場迄 100_500 200-600 

2.公舘・商底・模集地直

との地区は住民の生活の利{更を固るととを主なる目的とし，部落の中心となるものでるる.

との地百互に設けらるべき施設は官公街・事務坊・庖剖i・設立ii・が(柴機関・病院・集曾所等部落

の重要施設の大部分を占める.そのため交通の要衝になければならない.質際には騨の附近や

重要道路の連絡酷附近にして，他の地区との連絡容易なる地黒占が良い. との計霊に於ては現在

の酵を中心として約 12.ihaの地域を選定した. との地区内に於て公館・底抗等，各箇の建物

は住民の能率・利便を固るために，他地匿との距離，道路系統ーなどを考慮して建設の統制を行

はなければならない.

また，との地W~内に於ては建築物の周閣に趨営な~地ど保存するととが必要でるる. 倍舗

は別として，諸種の建支物がすき間なく相接して建てられるととは好ましいものではない.特

に十勝三股の如き山間部落に於ては周閏との調手[1a:考へて過賞に空地を設けるととが良い. と

の方法としてこっ考へられる. そのーは建築物とその敷地との聞に一定の面積割合を要求ナる

方法でるり，他の)は建築物の前回・側:国及び後面に最小限の空地を要求する方法でるる. と

れは建築物の種類によって犬々各筒にその方法を指定するのが誼営である. また，建築物前面

の凹凸不整は市街地の睦裁をと著しく損守るから，建築棋を指定ナる必要がある.

3. 工場地直

工場地直は工業上の能率を尚めるととを目的として指定する地区でるって，住宅・底飾の

建築は原則として認めない. 唯，工場事務所ーなど工場に附随する若干の施設が設けられる.勢

働者は林業椛民として住宅地匿に居住するのが原則である.本材、業柿民計重に於ては林産物を

原料と Lて能ふ限り多くの工業を興すととを建前としてゐるので，相官面院の飴裕を取って沿

く必要がある.との工境の主要なものは官初，製材工場である.

ヱ場地区の;25i基準は民:!~;tð. 2F坦地であるとと， 原料の搬入及び製品の輸送に使なる地黙

であるととたEでるる. なほ持働者の住居よりi諮り遠くなく，且住宅地区の風上でないとと，
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用水の便あるととなEも要求される.

'以上の基準によって，工場地直は公館地直の北方，鍛造岐繰の雨慎[約 11.6haの地域を選定

した.現存する木エ場と同一規模の工場約三以上の敷地を見込んだ. との地区出東側~iミ下が操

地でおるが排水するととによって改良出来る.

4.貯木場

/ 現在の貯木場面積は約 9.7haでるる.将来一定の施業計霊・で伐採事業を行ひ，杭民計費に

定めた如く年々約 84，000石の素材を生産するものとし，輸送が順調とゑるならば，現祈程の慶

大た面積を必要とし主主い.

貯木場選定の基準は，素材搬入上便利なる地酷であるとと，鱗道の沿線かそれに;互い所，

工場地区に接績するととなEである.

以上によって工場地匿の北側約 8haの地域を第2闘の如く選定した. ~裁選i民総は貯木場の

北側迄延長する.面積は徐裕があるので捲立した素材の整理を充分にするととが出来ると忠ふ.

たほとの地置には貯木場事務所など必要注施設を設ける 1

5.文教地匡

小畢校・中皐校を始め，将来は林業高等・撃校を設置するものとして特に文教地障をttl定す

る.校舎を始め附属の運動場・墜校林・賓習地，要すれば宿命をも設置する.皐校林は校庭の

延長であると共に部落の公園とするとととし またとの中に紳祉を建設し，境内 ;.1を粂fJしめ

るとととする.

文章土地E互選定の基準はほぼ性宅地直に準やるものであるが， 面積は充分の飴裕を見込むと

ととした・ Jンノスケシユペツ東岸の高台上，住宅地区Aの南側に約 21.3haの地を選定した・

との中，約 9.5ha の樹林地は皐校林として上記の如く利用する.たほ林業布f{氏~J1!練「引の如きも

のを設置する必要のある場合は，との地区内に設置するものとする.

S.運動場

運動競技は住民の健康i:増進し，品性の陶冶に輿って力がある.従って嘗然;逗説場も剖定

されたければならたい. 運動場は文教地匿に於て皐校に附属して設けられるものもあるが，そ

の外に特に運動場を劃定したのは，子供も大人も共に気軽にスポーツを柴しむためには， その

面積を相首確保しなければなら友いからでるる.lE規の野球場なり，陸上競技場が設けられる

ととは勿論結構でるるが， との様在所では素人が自由にいろいろなととをして遊ぶととが困難

とゑるから，多少粗末であっても何にでも使用出来，m主でも簡単に遊ぶととの出来る自由空地

の様なものの債{直が割合に大である.正規のもの或はそれに近い専用の野球場・陸上競技場な
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εは墜校に附設するもC とし，比較的安易に遊ぶといふ意味の運動場を設けるとととした.

住宅地直Aと文教地匿との聞の中段の台地に約 3haの土地を劃定して運動場とする. と

の中にはテユスコ戸ト・バレ{ボールコート・バスケットボ{ルコートなEを作ると共に，上

記の自由空地を設け，野球・ラクピ戸・サッカー・ハンドボ戸Jv・運動曾友E何でも出来る様

にする.また一部には幼年者のた占うの遊び場をも設ける.

7.墓地

従来，墓地といふと何か陰惨な印象を受けるのが普通でるって， 一般の人建に親しみ易い

ものではたかった. 従ってその位置も人目にふれ易い所には無く，どちらかと言へば申し詩的

に設けられるととが多かった. 十勝三股の例告と見ると十四の津入口附近の念友傾斜面に暗い樹

林にかとまれて設けられてゐる.墓地とは言ふものの火葬場の設備は勿論無く，皐に遺骨を埋

めその場所に標抗が立てられてるるだけである.子生は人の立入るとともなく，死者。安らか

に限る所としても，祖先を犯り，故人をZ丘陵するにもふさはしい所ではない.

筆者は墓地はむしろ明るい所に美しく設けらるべきであると息ふ.即ち庭園式墓地として

設計し，静かになき人の追憶にふけり，且冥幅を品rrるにふさほしい清揮の地とする.

以上の如き見地から，墓地はシンノスケシユベツの西岸，ーの津の南側高台上に約4haの

地を劃定したとの地岐には火葬場及び寺院を附設する.寺島出土周固と調和の取れた美しいも

のを考へて，部落の各所より見える様1:J..位置に設けるとととする.

8. 苦闘

十勝三股閤有林に於ける森林事業の主なるものは研伐事業であるが，皆伐跡地・風倒被害

地及び過伐跡地の遺林や揮伐林の柿杭Z主主に，或ろ程度の詰林も行はれなければならない. と

のために苗;司を設ける必要がある.苗圃は住宅地区Bの北側に 2haの地を諜定Lた.面積は必

要に鹿じその周国に蹟張ずる. また皐校林の内部に簡単な林間苗圃を設けて塾生・生徒の寅習

に供するのも良い.

9.養負場

7子夏川に棲育するかの主なるものはヤマメとイワナでるり，糠干の鰭見の瀧の下流では臨

も上ってゐる.音更川は近年迄ヤマメ・イワナの多いととで有名であったが，最近にたって離

獲のためその教が著しく減少し十勝三股部落附近では釣れなくなって来てゐる. そのため住

民は 1里以上の上流迄釣りに行く様になった. 故に養魚、場を設けてヤマメ・イワナの養殖・放

流を行ふとととし::--ンノスケシユベツと音更川本流の合Vit思附近， シンノスケシユペツの東

岸の河岸地に約 1.7haの地を劃定した.たほヤマメ・イワナの習性を研究して禁漁の期聞を定
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めるなE誼営主主保護策を講やれば，養食、場設置の勃果を充分に袈揮するととが出来よう.

住民・放客に釣魚の柴しみを興へると共に，蛋白源として山村住民の食生活改善の一助た

らしめるととを主主主る目的とする.

10. 其の 他の地域

共の他白地域とは，部落討聾の匡域内にして上記の地匿に属さたい部分でるる.即ち第2

固により知らるる如く，河川・河岸地及び陸地が大部分‘でるって面積約47.7hatt:達する.との

地域は他の地匿との調和~考慮、しつつ出来るだけ樹木を保存し，或は粧裁して風致を高めると

とにつとめる.また住宅共の他種々の施設を原則として設けない.遊歩道・四阿亭を設けるな

ど適宜の庭置を講じて公園的利用を行ふ.即ちとの地域は皐校林・運動場・墓地・養，色場主主E

と共に，との部落全腫の美観を保ち，衛生上の効果を護揮して， {主の保健性と生活の快適性の

向上に役立ちうるやうにする.

11. 牧草地・飼料畑及び臨時耕作地

との畑地は部落計査の区域外に設けるのであるが，便宜上ととに述べるとととする. 研伐

事業をはじめ，物資運搬等のために若干の馬匹を必要とするのであるが，:との飼料を全部外部

より供給するととは著しく不利たので，牧草地・飼料栽培地を設けて飼料を補給する必要が&

る. また山付住民の蛋白質J草取の不足を裡ひ食生活を改善するために，食用家畜の飼育を行ふ

ととが重要なる施策であるが， とれは鶏・兎・豚・山芋などの小家畜も良いが牛もまた誼賞で

ある.其の他実用以外の家まiの飼育も考'‘る必要がある. とれらの家畜の飼料を栽培するため

に若干の耕地を必要とする.

なほ，今後何年間かは績くと考へなければならぬ現下の食糧不足に劃する不安佐少くする

ために，希望者に臨時的に耕作地を貸興するものとする. とれらの耕地は位宅地匿の附近，そ

の他の皆伐跡地など誼賞た箇所に劃定すれば良い.

IV. 道路友ぴ麗場の計書
1 

1.道路系統

街路網計書は地域地区計霊とたらんで都市計聾の主要な部分を構成するものである. また

多くの都市に於ては都市計壷事業費の大たる部分が道路費として支出されてゐる.

道路計董に於て道路の幅員・構造等の決定はむしろ第二義的のものであって，道路系統の

樹立が先決問題でるる.街路配列法~は格子型・放射型，その混合型及び不整型の 4系統がる

るが，そのいづれも長所と共に短所を有し，すべての僚件に誼し，且満足なる理器、的系統はな
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い養.そのため街路系統D決定には慎重なる考慮を要L，大たる困難を伴ふものである.しかし

本計霊に於ては区域が買大ではなく，且交通量も比較的少いので，大都市に於ける程の重要性

を有したい・ 即ち本計壷に於ては部落外の他の地域とり連絡，部落内各地直聞の蓮絡を充分に

考慮して道路系統を樹立すれば足りるのでるる.

主とじて自然的保件により放射型を採用するととが困難で、るる. 不整型は自然型であって

計霊型として誼営なものでは友い.故に本計書に於ては原則として格子型系統を採用し，第2

圃の如〈決定した.

計壷によると，区域内に於けるその延長は失の如くである.(概数)

幹娘道路 約 7，300m

支続道路

遊 歩道

約 8，300m

約 1，700m

2. 遁路の幅員その他

道路の種類は幹線道路・支線道路及び遊歩道とする.幹娘道路は道路系統の骨格をなすも

ので，主として自動車などの交通に供する個 支娘道路は幹椋道路の補助をなして道路系統を完

成するもので，主として入閣の歩行をと目的とする. 遊歩道は撃校林または河岸地などに設け，

住民の散歩・遊業に供すると共に，各地区間徒歩連絡D近道として役立たしめる.

道路の幅員は交通量を基礎として決定すべきでるるが， との計霊に於ては一時に多大の交

通が行はれるととがおいので巌密に考ヘる1必要は友い.幅員は事業費の許す限り庚いととが希

ましいが，ととでは以下示ナ所で充分であらう.

幹 線道路 約 10m

支 線道路

遊歩道

約

約

5m 

2m 

(自動車が柴にずれちがふととが出来る幅)

(自動車の入り得る幅)

道路には歩道・車道の直別を設ける必要はない.また交叉黙の街角の勢除も行はない.道

路表面は出来るだけ完全に舗装し堅固なものとする.倶!講を設け排水を完全にする.

との道路計叢に於て最も困難なのは，高台上位宅地区Aと公館地区とを結ぶ連絡道路の設

計である.との部分は傾斜が甚だしく jまなので慎重に設計する必要がるる.

街必照明・街路樹は誼宜設ける ζ ととする.

橋梁を二，三設ける必要がるるが，橋梁は大なる構造物でるるため， その様式・構遣は風

景を左右すみととが大きい. 橋梁の存在が風景をとわさないのみ友らす"，かへって風景をひき

報 TIlOMASADAMS著前鍋書187頁.
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たたせるやう，特に留意して優れた設計を行はなければ.ならない.

3.鹿場の 計 壷

都市に於ける貰場は，主として交通量の激増に伴ふ筒路上の混雑を防ぐととを目的とする

ほか，火防及び美観上より要求される. また公園・緑地系統の一部として，市民の休養のため

に設けられるとともるる本計霊に於ける庚場は，主として美観上及び、保健上の立場より設け

るもθであって，共の如くでる、る.

イ 騨前農場 鰐前に約 1/4haの康場を設け，附近山岳の位置固など，閤立公園地帯の

騨前にふさはしい施設を行ふ.

ロ 集禽康場 集合所(公民館)に閉居し，屋外集曾用として蹟場を設ける.約 1/4ha. 

ハ 児童遊園 幼い児童に封し正しい遊びを教へ，且遊び、による危険を少くするために

住宅地匿の中央附近に 2匡劃位，即ち 1/5ha位を児童の遊び、場とする. との遊園

は芝生及び砂場とし，プランコ・ j骨台などを設け趨首に樹木を配する. また児童

館の設置も希まじい.

= 公館・商白・娯柴地直の北端，工場地区に接して幅約 50mの帯欣康場を設ける. 杭

樹・植芝を行ひ花壇を設け，公館・商店・娯築地匿と工場地直が直接に接すると

とを防ぐ.

V. 公共施設・其の他

公共施設の中，公館・公園t.te'各地区に関係るるもの巴ついては，地R[計霊共の他に於て

述べたので，ととでは計童E1.域の全般にわたって設けられるもの， 或は~域外に設けられるも

のについて述べるとととする. その主主主るものは上水道・下水道・下水庭理場・塵芥虎理場な

どの衛生施設・照明施設及びキャンプ場・展望壷などの国立公函施設でるる.

とれらについてはその設けらるべきを述べるに止り，質際の細かい設計についてはふれる

所がない.とれは専門家の指導により行はるべきで，筆者の任とする所ではない.

，.上水道

山聞に於ける恰水法は，主として河川によるものと，井戸によるものである.上水道を設

ける所謂中央給水法によるものは極必て少い. 十勝三股に於ては流水によるものが最も多く，

河岸地に津山の住宅があるのは容易に・流水を利用せんがために他ならない. とれは街生上極め

て好ましくないとと勿論で，防火上の不便も大きい. 人口が多くなると共に上水道の設置は必

要とたってくる.
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上水道として利用する水源には河川水・湧水・地下水なEがるる.河川7Kを取る場合には

上流の趨営なる津をせきとめて，とれを樋又は管にて誘導し配水するのであるが， とのために

は正確君主る地形の測量と，その揮の 1年聞の流量測定を必要とするため， ととに直ちに取7Ke::>

地賠・流路などを議定するととは困難でるる. また地下水を利用する場合は，地下水をポンプ

にて汲み上げ，とれ~給水す%のであるが，地下水の有無，その位置をるらかじめしらべなけ

ればならない.

上水道の配置・系統なEについては，部落附近の地形が比較的複雑なので， なほ充分の調

変研究を必要とする.なほ 1日の給水量は 1人約 2001で充分でるらう後.

2.下水道

給水と同時に排水査としなければならない. 即ち上水道を設けると共に下水道の施設を行は

なければ土地を清潔に保つととが出来十，部落の衛生を完ふするととが出来ない.下水道には

雨水と汚水をと同ーの管によって排水する合流式と，別箇の管によって排水する分流式とがるる

が，此虚の境合は雨水は地形共の他を利用して直接河川に導き，或ひは蒸護・議選せしめ，汚

水のみを下水道によって排水するとととする. 汚水のみの下水道とする時には，鹿現下水量をと

少なからしめる外，管渠断面を小として工事費の低醸をはかるととが出来る.

上水道の計霊に際しでは給水量:の設定が必要である如く，下水道の設計にあたっては排水

R 量の推算が必要でるる. との排水量は 1人1日営汚水量及び、工場汚水量によってiためられる.

汚水量は大韓給水量と同じであると認めて具いが桝，工場排水量は夫々質際に調査しなければ

ならない.下水道の配置系統などについては，上水道の場合と同じくなほ充分の検討を必要と

する.

3. 下水鹿理場

下水はとれを何等の鹿理を施ナととなくそのまま河川に放流するととは， との場合絶輩1tc

許されない. 最も簡草で有効な庭分法は林聞に露天汚水池を設け，下水をとれに導いて自然F
地中に法透せしめる方法でるる. との方法は簡易であり，且空気との接燭により殺菌が行はれ

るので衛生上も良好な方法でるる. けれEも人口が多くなると下水量も増え，汚水池の面積を

大としなければならないので，との方法が困難と在ってくると思はれる.それ故通常の腐放・

酸化・殺菌による方法によって，下水を全く無害の浄水として河川に放流しなければ左らな

い.との際河川が汚染される様なととがない様にしなければならないととは勿論である.

骨 片岡安・吉田f吉武著「都市計蓄J30頁.岩崎富久著「上水道J5頁.

制高橋甚也著「下水道J44頁.
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鹿理場の位置は部落をなるべく離れた地貼とするべきで， その周圏は樹木によって被はた

げればならない.

4. 塵芽鹿理場

塵芥鹿理の方法には埋立・投棄・堆肥・焼却ゑ Eがるるが，fJ:るぺ〈堆肥として利用し，

それ以外のものは焼却するのが最も遁首である. 1人1日の塵芥量は都市に於ては約胡ugと

推定される勢.

鹿理場。位置は部落より離して南方に設け，道路などより見えない所が良い.

5.照明施設

現在部落内の照明は水力及び、蒸集力(木工場)v自家建電による電燈が用ゐられてゐるが，

その電力では不足の欣態にるる.

下流糠.<f附近に於て， 音更川本流を利用する大水力費電を行ふといふ計壷が惇へられてゐ

るが，それが賓現した震には照明の問題は解消すると思ふが， それが質現出来ない場合，或は

寅現時期の遅れる場合には，現在の水力護電施設を拡充するか，新たにより大規模の自家護電

所を設ける必要がある.

S. キヤンア場及び展望蓋

園立公園施設の一環として，キャンプ場及び展望壷を設けるとととする. とれは部落より

多少離れた所が良い. キャンプ場は本流事業研跡(鰐より約 4km)，五の津附近(約 4km)及び

三の揮附近(約 1.5km)などが良い候補地である.ととには山小屋式の国定キヤンフ・ゃ火焚場・

野外卓・便所なEを設ける.展望台は五の津附近の高地l約 5kmで展望台と補されてゐる)及

ひ鳴IV列医界の 1，160高地(約 4kmで軍艦山と帯されてゐる)に設けると良い.との地賠は周

閣の諸山岳や三股固有林D樹海及び三股部落径一望の中に収めうる所である.

Vi..住宅について

，. 住宅改善の必要性

住宅は草花雨露を防ぐととのみを?目的とするものでは友<，一家圏黙の場であり， 一日の

疲れを癒し，明日への希望を培ふ所である. それ故住宅の良否は家庭生活の快誼性をと左右する

ととが著しい.家庭生活の快適性は皐に個人的立場から重要で、るるばかりでたく，吾人の祉食

生活に封して根本的活動力を付興するものでるる.住居。不完全による所の種々の損失は極め

て英大でるって，吾々?さを生活に大たる影響を及ぼしてゐる. とれは極めて徐々に起るため見

器片岡・吉田氏著鵡掲書 314頁，石川i氏前掲書26頁.
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のがされがちであるが，その故にかへって深刻な影響を吾々の粧台生活に及ぼしてゐる. との

意味で住宅の問留はーワの枇曾問題，或は文化問題でるると見るととが出来る.

一般κ現在の林業民や林業勢働者の住居について見ると， その位置が不通営であるばかり

でなく，構造も極めて粗雑で、るって，生活上の快適性や保健性を有するものとは認め難い.従

来の林業民のほとんどすべてが近代的文化の恩患を被るととゑし かかる欣態の下に山間僻地

に起臥してゐるのである. との様な欣態では最低限の文化生活を行ふととが出来ないばかりで

なく，還には人たるに慣する生活を維持するととも困難となるでるらう. かくては林業の費建

も林業民の幸福も希みうべくもない. との部落計霊に於て計費がいかに合理的に樹立され，貫

行されたとしても，住居が以前のままでは計霊の目的を主主成するととも出来た〈友る.故に部

落計壷と同時に住宅に封ずる遁雷なる指導を行ふととが必要とされるのである.

現在の北海道住宅の最大の訣陥と見友されるのは， その耐寒構造及び設備の不充分といふ

ととでるらう.夏季の生活に重貼を置く解放的構造を特色とする我圏内地府勝、の住居は，内地

府牒に於てはそれ相鹿の根擦を有するのでるるが， それがそのままでは北海道の住居として不

適営なのは言ふまでもない. 然るに貫際には殆E府懸のものと費りがたく，中にはかへつて粗

悪なものも見られる. とれば従来の慣習にとだはってゐるか，或は執着を感ヒて容易に拾て難

いためでるらうが，一面から見れば， 生活を快適ならしめようとする積極的な意欲の扶如によ

るものと考へられる. いづれにしろ住宅改善の問題は，林業民のみたらす=北海道民のすべてが

貫創に考究しなければならたい問題でるる.

2. 佳宅設計の基本方針

住宅の様式や梼浩及び、間取りを決定するに際しセ特に留意すべきととは，住の保健性・生

活の利便及び、絞済性でるって，とれに趣味上の要求が加へられる. との際従来の習慣に必歩し

もとだはるととなく，日常生活の貫際を良く考案し，専門家の研究結果を出来るだけ取り入れ

て合理自宅設計を行はなければならない.言はば徹底せる科撃的態安が要求されるのである.

林業労働ぢの住宅としては，特殊の様式とか或は必要な施設などは考へられないので， 一

般の筋肉勢働者向性宅と同践に設計して差支えないであらう. との計壷に於ては住宅は原則と

Lて各人に自由に自分の好む家主建てさせるのであるが， その際上記の如き事項に特に注意す

る様指導しなければならない. また設計の貫際については共の如き基本方針に従ふべきととを

誼嘗とする.

イ 食事室と寝室とは必歩分離するとと. とのととは保健上及び生活の快適性を保持する

上に於て絶封に必要とされる.
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ロ 食事室の買さはストープを設備して家族の全員が同時に食事を採り得る債さを最小限

とする.寝室の康さは家族企腫の採床が同時に可能で・，他に通行に要する最小面積を

残す買さを最小限とする.

ハ洗面所と炊事用の流し場とは必守分離する.

浴場・便所は必歩主家内に配置し，物置は少くとも喜・所用或は冬季凍結防止を必要と

するものを入れるに充分訟だけは主家内に配置する.ポンプは営然事所に設ける. と

れらは何れも冬季の生活を考へるとその必要性を首肯しうるであらう.

ホ 各室の配置は生活の利便を固るととに留意して行ふ.特に便所はなるべく他の室を通

り抜ける必要のたい様にする.

へ 天井・床・外壁は，保温上出来るだけ断熱的・気密的構遣とする.鋸屑・~茨等をつ

めるととが誼営である.天井の断熱構建はとれによってスガ漏りを完全に防止出来る

から必十行ふやうにしなければならない.1.主ほ換気は充分に注意する.窓は必す'2重

以上にする.

ト 窓の康さは，少くとも床面積の 1んとする.

チ 凍上や屋上話零荷重による建具の不都合が生じないやうた構造をとるやうに留意する.

2主段以上の基本方針は最低限のそれを示したもので，とれで充分だと言ふのでは勿論たい.

経済的色余裕がaうれば，とれに個人的趣味や教養を満足せしむるやうたものをつけ加へ， 構造も

完全にして山村住宅の理想に近からしむべきでるらう.
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第3圃 十勝三股官行住宅平面画 (4戸建) 筆者は林業努臨者向



住宅として第4闘に示す如き

試作業を作成した.とればと

の様な住宅を劃一的に建設し

ようとする意聞の下に行った

ものではなく，車に一例を示

したに止るものでるって，設

計の考へ方を貫際に示すた占う

に参考として敢へて行ったも

のである.本案は前項の基本

方針に則り，林業努働者の住

宅は少くともとの程度のもの

f
/
木
/
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第 4田 林業労働者住宅試作業

一一一ーザ欄

平面圃 (1) 

でありたいといふ最低限の所を示したもので，理想案ではむろんない.持働者に経済的飴裕が

出来るに到ったならぽ，種々てコけ加ふべきもDはつけ加へ， 個人的な趣味..kの要求もとり入れ

て考案すべきでるらう.その際に

も，との設計にもられた原則的2記

事項は必十守らるべきであるとと

は言ふまでもない.号えに試作案の

概要を述べるとととする.

第ーに構造を簡単にするため

に平面形を短形にした.とれば主正面開

側 面 同

として経湾上の要求に基くものである.短形に

するととによる材料及び、手聞の節約は極めて大

でるるととは住宅建築上自常識とされてゐる所

である.本案に於ては王子園形を短形として家屋

のあらゆる部分をその中に入れるととに特に努

力した. 家族教は 5人として建坪は 17坪であ

る(現在の建築制限規則では・5人で 16坪宇とな

。てゐる).坪童文がとれで充分とは考へないが，一臨との制限内に於て設計を試みた.奥行3間

学，間口は 5聞でるる.

寝 室 墨敷で6昼と 4墨今の 2室とする. 6昼には大人 3人 4昼牛には大人2人
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。採床が可能で、るって，ほかに通行に要ナる最小限の面積を捜すととが出来る.病人't.!eがる

る時には 4畠4互に就床すれば，他の部分との隔離が比較的良く出来，病人を安静に保つととが

出来る.また他。室を通り抜けるととたく便所に行けるやうにした.寝室には押入を 1人分3

尺として 2間宇附随せしめた.床の間は我が閤奮来の習慣により拾て難く感守る人が多いもの

，と認めて設けるとととした.

居間粂華所 居間と蓋所を直結するととは:問攻上の原別であるが，との案ではさらに

進めてとれを粂用するとととした.研伐事業の如きはげしい林業労働に従事する者の住宅とし

て居間と牽所の粂用は不自然ではないと，宮、ふ. 出来るだけ贋く取って行動に不自由を感ぜしめ

たい様にし，窓を南に設けて充分の明るさを保つとととした. 蓋所は居間と一緒であるととに

より清潔に保つととが出来ると言はれてゐるが， その設備は充分研宜して良好なものとしたけ

ればたらない.また焼尽用粂炊事用としてスト戸プ使用に極めて便利でるる. との室は食事用

の外，接客・圏壊・手仕事たetc:も用ゐるとととする.板敷の方が良い.

物 置 物置は多の生活を考へるならば可及的に主家内に設くべきであるが， との場

合は勝手用K操る. 物置の戸外への出入口は裏の出入口と主主ねしめ，との聞の仕切りはLたい

とととする.(との仕切りはつけても差支へない.)物置として使用し得る部分は 1坪である.勿

論との面積で充分で、はないが，冬季に邑物主主どt::入れるには込るであらう. との他使所と居間

の天井を 3尺だけ区切って物置。一部として使用し， また棚を作って有効に使用するととを考

へる.との部分の床は出入口の部分を除き放張りにすると清潔に保たれてなほ結構である.

湯殿完走洗面所伊 湯鍛と洗面所を粂ねて慶さは 4.5x 6尺とする.多季に於ける洗i程場を

粂ねるために充分の蹟さをと取・った.風呂の焚口は裏の出入口とする.

玄関・其の他 玄関は冬季に外出する場合及び外より入ってくる場合に身仕度をする時，

不自由を感ぜしめたい様に充分康くした. また玄関の前に屋根を張り出してポ【チを作!J，奪

が直接玄関の戸に積もらたいやうにした.とのため建坪が 17坪となったが，とれは是非必要で

，ある.便槽は冬季:1~汲取り出来ないものとして充分の大きさを必要とする 1.5 立方米もるれ

ばヲE分である. 1i. tま臭気抜きの方誌は必歩講やる.窓は~2 重或は 3 重とし，壁・天井・床は出

来るだけ断熱的・気密的構遣とすべきは，前項基本方針に述べた如くであるが， とれは経費を・

惜しま歩特に5T全にする.壁・天井・床は板の間に鋸屑や草茨などを充填するのが良好たる方

法と認められ，相営の厚さを持たせるとととするのが望ましい.基礎工事は勿論出来るだけ完

全なものとする.

次にこの案では物置の蹟さが充分でたいと考へ，もっと蹟い物置を持ちたい場合のために，



物置と湯殿と便所の部分だけを第4岡

(II)の如くすると良い. とのため便所

民1穴式と1J:T，湯殿が‘せまくなって

くるが.都市に於ける庶民住宅の現欣

及び従来の勢働者住宅に比すれば，な

・ほ良好と認められ，耐へ得泣いもので

はゑいと信歩る.便所及び居間の天井

を匡切P物置の一部とするととは前と

同様である.

以上極めて概略ではあるが試作案

(1&1) 

千百闘 (II)

の説明をたした.種々の制限の下で最良の案とは言へないけれEも，必要な僚件を具備したも

のと思ふ. たほ，住宅建設の具樫的方法ιして住宅組合t::設立するのが趨営であるが，と白鞘

に闘しては，林業植民に闘する研究(1)に於てふれたのでととでは省略する.

結雷

林業植民設定計萱の一部としての部落計査の大綱を越ぺ来ったのであるが， その貰行にあ

たっては計壷の主憶が何であるかが問題となる.我が閣に於ては都市計量事業費行の主憶は原

則として行政聴でるって， その一部を行政臨以外の者に行はしむるととが出来るととになって

ゐる傍. 十勝三股の場合に，主瞳として考へられるのは皆林嘗局と部落自樟である. 林業植民
、、

計蓋は営然営林営局が主檀として行ふととでるる.然るにとの部落計霊は植民設定計童の一部

であって，とれを切り離して考へるととは出来友い.故に部落計霊の主障もまた替林営局でな

ければならない. また部落自瞳は現献を以てしては，かくの如き計壷の賞行を携ふ能力を有す

るものと認めるととは出来ない. 以上の如き観髄よりするならば，部落計蓋貰行の主韓は皆林

吉局とするθが安賞の如くである. しかしながらととに建設さるべき筈の部落は部落民自身の

ものであり，部落民の生涯安住す・ぺき境基の地となるべき所である. その部落の建設に部落民

が無関心且無関係であって良い筈はない. またとの計蓋の完遂には長い年月~要するのでるっ

て，その詑弐，部落の寅力がずE賞されるととも強想されるから，部落計葦の樹立及びその寅行に

闘しでは，部落は之に参興すべきが常然でるる， とれば部落民の自主性を確保するためにも必

要なものと認められる. 即ちととに住む者全部が自分譲の生活を快適ならしめようとする意欲
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を持つやうにするためにも必要たととである. との意欲の有rm・強弱が結局はとの計壷の成否

を決定するもので、ある.それ故に部落計重賞行の主障は替林嘗局と部落の双方にるるものとし，

賞際には雨者より選出された協議合'f:r.り，委員舎によって賞行ずるのが安営でるる&思ふ.

ヨたに都市計霊法を誼用すべきか否かの問題がある.法を詰用する場合には，主として財政

面に劃して種々の思典が奥へられ，また地域制その他に封ずる強制力が付興される. けれεも

とれと同時に一度決定した計霊を費更するととが困難とたり，種々の不利不便を生十るととが

ある.間到の計霊を樹立してもとれそ饗更しなければたらない場合の起るととが屡とある.(勿

論計壷D大綱的原則を鑓更するととは出来るだけ湛くべきでるる.)本計重に於ては土地は全部

固有林であるため土地直劃整理の必要も認められや， 且地域制の施行にも法の強制力者三借りな

いで行ふととが出来る. それ故法の適用を受けたいで，林業部落問自の立場よりの計霊が良い

のではないかと思ふ.

計重を質行するためには， 道路その他の施設費として多額の費用者と要するととは明らかで

るる.との組経費を計算し見積るととは現欣を以てしては困難でるる. また，たとへそり糖、経

費を現在の債格を以て見積り， とれを何年聞かに割りふって，所詰何ヶ年計査といふやうなも

りを樹立したとしても，それはかへって現賞に速い根擦のないものとなる恐れがるる. それ故

筆者は経費の見積りを敢えて行はなかった.本計聾の財政的基礎を軽闘するが故ではなく，か

へってその重要a性を認めるが故に，安易な申し諜的主主数字となる Fとを恐れたからにほかなら

ない.

一般の都市計聾の財政を見ると， 園庫並びtr:府購の補助金・都市計章特別段(都市計霊法

による)及び受益者員携金(都市計聾事業により著しく利益を受けた者に費用を員権せしめると

とが出来る)によって大部分をまか怠ってゐる.本計霊は法の適用を受けたいとすると補助金・

都市計童特別税'f:r.eは財源とするととは出来たい.部落自身の員携も首初は多くを期待すると

とが出来ない. 固有林が部落計霊のために特に強算を組むのが最も希ましいDであるが，特別

合計の赤字に苦しんでゐる現在，との計萱のために特に穂算を組むととは:friみ薄でるる.本計

壷の財政的基礎がかくの如くでるるとすれば，部落計輩の寅行は不可能の如く考へられるでる

らうが， それはとの計輩を完杢に全部そのまま一度に寛行しようとするからであって， 首初

は単に地匡の指定を行ふだけでも良い. 土地直劃整担を行ふ必要がないのでるるからとれは簡

単に出来る.必要止むを得ざる費用は，研伐事業費や接務施設費の一部をもって充てるととが

許されると思ふ.今後時日を経て経桝欣態が安定するに到るならば，国有林にも飴裕を生じ

部落自身の員措能力も檎すととであるから， その時相互に協議して費用の分携を定むべきであ
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言ぅ.

以上述べた部落計置の内容は，言はほ理想案とも言ふべきものでるって， 一患にとの扶態

に到達しようとナるものではない. かくの如き計輩。賞現には種々。困難を伴ふととは必然で・

あるが，決して賞現し得ないものではない.徐々に竪質に積みあげてゆくならば必歩貫現し得

るものである. 少くとも将来の姿を霊いて，とれに左るべく接近しようとする努力は許さるべ

きものと思ふ.

なほとの部落計董は部落の外形的構成に封ナる計置であって，部落の内的構成に・ついては

特別に註べるととをしたかった. 筆者としては互助協同の精神を基調とする協同組合的結合を

持つととが苛iましい.部落の内面的組織ととの部落計董とは相共に並んで，理想的山村位曾貰

現の必須要件である.¥

部落計壷の意義はそれのみとしても誰もが認め得ると思ふが， とれが林業植民設定計壷の

一部として行はれる時，極めて明瞭左形を取ってくる.本稿序及~I に於て漣づた如く林業植

民の設定と部落計葺とは同時に進行せしむべきでるって， とれを切り離して考ふべきものでは

ない，何れを昧いても林業部落。理想の貫現に重大友支障を輿へるものである.

愛に述べ来った所の林業植民設定計重は，車に十勝三股に於てのみ行はんととを要望する

ものではたく，一候補地としてるげたに止まる. 一般の山村部落全般についても，かくの如き

方向と理念とを有っととt:提唱するものでるる.


